
JP 4871511 B2 2012.2.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
絶縁計測対象とする絶縁部分を挟む双方の電気設備間に直流電圧を印加して絶縁を計測す
る直流方式絶縁抵抗計測手段と、前記双方の電気設備間を接続する導体を交流的に代替す
るコンデンサとを具備した直流割込絶縁計測装置であって、コンデンサ端子間には極めて
低い１０Ｈｚ以下のＩｇｒ絶縁計測電圧が印加重畳出来る低周波交流電力供給手段を具備
した割込絶縁計測装置。
【請求項２】
絶縁計測対象とする絶縁部分を挟む双方の電気設備間に直流電圧を印加して絶縁を計測す
る直流方式絶縁抵抗計測手段と、前記双方の電気設備間を接続する導体を交流的に代替す
るコンデンサと、コンデンサ端子間には極めて低い１０Ｈｚ以下のＩｇｒ絶縁計測電圧が
印加重畳出来る低周波交流電力供給手段とを具備し、このＩｇｒ絶縁計測電圧により絶縁
の状態を計測するＩｇｒ絶縁状態検出手段をも具備した割込絶縁計測装置。
【請求項３】
絶縁計測対象とする絶縁部分を挟む双方の電気設備間に直流電圧を印加して絶縁を計測す
る直流方式絶縁抵抗計測手段と、前記双方の電気設備を接続する導体を交流的に代替する
コンデンサと、コンデンサ端子間には極めて低い１０Ｈｚ以下のＩｇｒ絶縁計測電圧が印
加重畳出来る低周波交流電力供給手段と、このＩｇｒ絶縁計測電圧により絶縁の状態を計
測するＩｇｒ絶縁状態検出手段を着脱自在に着装した割込絶縁計測装置。
【請求項４】



(2) JP 4871511 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

絶縁計測対象とする絶縁部分を挟む双方の電気設備を接続する計測端子（１）及び（２）
と、絶縁部分の絶縁抵抗を随時計測することのできる直流方式絶縁抵抗検出手段（３）と
、前記双方の電気設備を接続する導体を交流的に代替するコンデンサＣ（４）と、該コン
デンサ電流計測手段（７）と、該コンデンサの端子（４１）と（４２）の間に印加重畳し
てＩｇｒ方式絶縁状態計測とコンデンサの良否判断に使用するための商用周波数より低い
周波数の低周波交流電力供給手段（５）と、Ｉｇｒ方式絶縁状態検出手段（８）と、過電
圧検出手段（１３）と、直流地電圧計測手段（１６）と、過電流検出手段（２１）により
構成する割込絶縁計測装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気設備の活線絶縁計測に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に電気設備の絶縁測定には、直流方式の絶縁抵抗計などが使用されているが、停
電しなければ計測できないという問題がある。
【０００３】
　非接地方式の低圧配電路において、交流電気設備を使用しつつ対地絶縁抵抗を計測する
方法については、絶縁検出用電源として直流電圧を、非接地の特質を損なわない程度の交
流抵抗を持つリアクトルや抵抗などの塞流素子を介して電路と大地間に印加し、加えた電
圧と流れる電流とから絶縁抵抗を求める方式の活線絶縁監視装置が古くから使用されてい
る。（図５参照）
　この方法は、交流性の雑音などの影響も少なく低コストで信頼性の高い測定が可能であ
ることから、変圧器から低圧回路を一括して監視するなど、広域な絶縁群の監視用に使用
されているが、この装置で絶縁劣化を検出したとき、不良個所を特定するための探査計測
を活線で行う手段が無いという問題がある。
【０００４】
　直接接地方式の低圧配電路において、交流電気設備を使用しつつ対地絶縁を計測する方
法については、商用周波数と異なる周波数の交流電圧を電路と大地間に加え、これにより
流れる電流と加えた電圧から抵抗性の電流即ち有効分の電流を検出し、その大小で絶縁の
状態を判断する、図６に示すようなＩｇｒ方式の絶縁状態監視装置が使用されている。（
例えば、特許文献１及び非特許文献１，２参照）
【０００５】
　しかし、電力半導体機器などが発する雑音などによる誤差電流や、絶縁検出に使用する
交流電源周波数と同一又は近似する雑音周波数による混信障害現象を起こすなどという問
題も避けられない。（例えば、特許文献３参照）
【０００６】
　又、Ｉｇｒ方式は交流電圧を絶縁部分に加えて有効分電流を計測する電力計法の応用原
理であるから、対地静電容量と等価的に直列に入る損失抵抗があるとこれに生ずる交流損
失電力による有効分電流が加算され、直流で計測する絶縁抵抗値から算出する直流有効分
電流とは等しくならない場合があるという重大な問題がある。
【０００７】
　前記損失抵抗により生ずる誤差電流を低減するためには、検出用信号の周波数を下げる
必要があるが接地線への電磁結合に使用する変圧器などが大きくなり実用的ではないとい
う問題がある。
【０００８】
　低い周波数の検出用信号電圧の印加重畳方法としてＢ種接地極とＤ種接地極などの間に
介在する大地抵抗にＩｇｒ絶縁計測電圧を印加重畳し、その降下電圧を利用する方法も考
案されている。（例えば、特許文献２参照）
【０００９】
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【特許文献１】特許公報　昭３８－１５６５３公告
【特許文献２】特開平６－２５８３６３号公報
【特許文献３】特開２００４－２７１２８５号公報
【非特許文献１】「生産と電気」日本電気協会発行　平成４年４月号３０頁「Ｉｇｒ方式
絶縁監視装置の概要と特長」片岡耕造
【非特許文献２】「高圧受電設備規程」日本電気協会発行　平成１４年９月２０日３２０
頁「主任技術者制度の運用通達の解釈指針（抜粋）」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　直流形絶縁抵抗計方式で交流電路や交流電気設備の絶縁抵抗を計るには、変圧器につい
ては接地線を外し、その他の電路については切り離すことのできる電路毎に当該開閉器を
開とし、計測の対象とする設備単品もしくは計測をする絶縁群毎に分離しそれぞれが絶縁
された状態にしておかないと計測できないという問題があり、停電測定が必須となってＩ
Ｔ関連など停電し難い現在の電力負荷事情にそぐわないという問題がある。
　又、電路が分離され各々の設備相互の関連が絶たれた状態で電路や電気設備機器に対し
て個々に絶縁抵抗測定を行うことから測定漏れが出やすい他、多数の工数を必要とする。
【００１１】
　非接地配電方式の交流電気設備等に使用されている直流式の絶縁監視装置は、原理的に
は直流形絶縁抵抗計方式と同じであり、同一変圧器捲き線系統の負荷を含む電路内のどこ
で絶縁低下事故が生じてもこれを区別することなく検出して警報する。　しかし、その絶
縁低下事故点を探すためには、その疑義のある電気設備の絶縁群毎に分離しないと切り分
け測定ができないし、分離すると必然的に電路は停電せざるを得ないこととなり、活線で
は絶縁低下事故点の探査ができないという問題がある。　
【００１２】
　直接接地配電方式の交流電気設備に使用されているＩｇｒ方式絶縁状態監視装置が使用
する被監視電路と大地間に接地線を介して印加重畳するＩｇｒ絶縁計測電圧は、負荷設備
などへの影響を避けるため出来るだけ小勢力にする必要があり、絶縁検出に利用できる代
替計測電流信号は数十μＡという微少電流になり、半導体電力機器などが発生する雑音電
流などに対し十分な信号対雑音比が得られず安定した計測値が得られない場合があるとい
う問題がある。
【００１３】
又、最近多用される半導体電力機器はクロック信号基準周波数及びその高調波が相互に干
渉して数十Ｈｚから数百ｋＨｚにわたる広範囲な周波数の雑音を発生し、これら成分がＩ
ｇｒ絶縁計測電圧の周波数と一致又は近似すると混信障害を起こし、絶縁状態計測値が増
減する誤差が生ずるという問題もある。
【００１４】
　Ｉｇｒ方式絶縁状態監視装置は、計測用代替信号電圧に交流を使う電力計法であるため
、絶縁部分の静電容量と直列に損失抵抗が存在すると、これによる消費電力に相当する並
列換算等価抵抗値相当分の有効電流が誤差電流として絶縁状態を表す有効分電流の計測値
に加算されるという重大な問題がある。
【００１５】
　前記混信障害による誤差と直列損失抵抗による誤差を併せて、以降Ｉｇｒ原理誤差と呼
称する。
【００１６】
この直列に入る損失抵抗の影響を減らすためにはＩｇｒ絶縁計測電圧の周波数を低くする
必要があるが、周波数の低下とともに接地線に起電力を与えるための重畳用変圧器が大き
くなり実用的ではないという問題がある。
【００１７】
又、Ｂ種接地極とＤ種接地極などの間に介在する大地抵抗にＩｇｒ絶縁計測電圧を印加し
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その降下電圧を利用する方法では、絶縁劣化点の接地抵抗及びそれぞれの接地極間の大地
抵抗分布などが定まらないため使用できない場合もあるなどの問題がある。
【００１８】
本発明は、これらの問題を解決せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　被測定交流電気設備の、絶縁計測対象とする絶縁部分を挟む双方の電気設備間、例えば
負荷設備を含む変圧器低圧側電気設備とＢ種接地工事やＤ種接地などの接地側電気設備間
など、を接続する導体を、コンデンサで交流的に代替して直流的に遮断することで、直流
方式による活線絶縁抵抗計測を可能にするとともに、これと相補する極めて低い周波数に
よるＩｇｒ方式絶縁状態検出方法が使用できるようにしたことを最も主要な特徴とする。
【００２０】
　本発明の絶縁計測装置の計測端子間に、被測定交流電気設備の絶縁計測対象とする絶縁
部分を挟む双方の電気設備間を接続する導体を交流的に代替して直流的に遮断するための
性能を持つコンデンサを設ける。　このコンデンサは接続手段を介して着脱自在に装着し
或いは、独立した装置として被測定交流電気設備の要所に定置することもできる。　勿論
、既設設備としてコンデンサによる代替もしくは接地が行われていれば、このコンデンサ
を使用することもできる。
【００２１】
　前記コンデンサの絶縁抵抗及び前記計測端子間から前記双方の電気設備間の前記絶縁部
分の絶縁抵抗を随時計測することのできる直流方式絶縁抵抗計測手段を設ける。
【００２２】
　又、前記計測端子間から前記双方の電気設備間の前記絶縁部分に商用周波数より低い周
波数のＩｇｒ絶縁計測電圧を印加重畳することのできる低周波交流電力供給手段を設ける
。
【００２３】
　前記絶縁部分に加わるＩｇｒ絶縁計測電圧とこれにより前記絶縁部分に流れる電流とか
ら有効分の電流を抽出し、その大小で絶縁の状態を計測するＩｇｒ方式絶縁状態検出手段
を設ける。　このＩｇｒ方式絶縁状態検出手段は、本発明に着脱自在に装着し携行形とし
ての使用も可能な構成とすることも、或いは独立した装置として被測定交流電気設備の分
岐回路などの要所に定置することもできる。
【００２４】
　前記計測電圧により前記コンデンサに流れる電流を計測してコンデンサの良否を判断す
るコンデンサ電流計測手段を設ける。
【００２５】
　又、直流方式絶縁抵抗計測手段の障害となる直流機の絶縁故障を計測する直流地電圧・
絶縁低下計測手段を併設することもできる。　即ち、前記コンデンサによる交流的な代替
が完了した状態で計測端子間に生ずる直流電圧を計測して記録した後、既定の抵抗を接続
して降下電圧を測定し、これら計測結果により直流絶縁抵抗を算出するなどの方法が適用
できる。
【００２６】
　非接地方式など、前記双方の電気設備間を接続する導体のない配電系には、塞流素子を
介して本装置を接続することで使用が可能である。
【００２７】
　この様に構成した本発明の作用について説明する。
　使用にあたっては、本装置の計測端子を、被測定交流電気設備の絶縁計測対象となる絶
縁部分を挟む双方の電気設備それぞれの端子などに接続する。　例えばＢ種接地工事の計
測用中継端子や、給電用開閉器両端などを利用すると効率的に作業ができる。　前記接続
後、双方の電気設備間を接続する導体、例えば計測用中継端子の短絡片や開閉器などを解
放する。
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　これにより被測定回路の前記導体は交流的に前記コンデンサに代替され、前記双方の電
気設備間を流れる交流電流は本装置の計測端子を通って前記コンデンサに流れるので被測
定交流電気設備などを停電することなく継続して運転することが出来る。
【００２８】
　直流による絶縁抵抗計測は、計測端子から前記双方の電気設備間に直流計測電圧を印加
し、静電容量に充電する過渡的電流値を除いて定常的に流れる電流を計測し、この電流と
計測用直流電圧から絶縁抵抗を算出する方法で行う。　尚、計測電圧が既知の定電圧であ
るから、あらかじめ指示計器の目盛を印加する計測電圧に基づき設計計算した抵抗の数値
で目盛っておき抵抗値を直読するなどの方法もある。　勿論この電気情報を利用し警報設
定機能を設けることや絶縁抵抗情報として電気信号により出力することもできる。
【００２９】
この直流方式絶縁抵抗計測手段を用いて前記コンデンサの絶縁性能の確認も行うことがで
きる。
【００３０】
又、交流性の雑音については、直流方式絶縁抵抗計測手段内部に用途に適合する振幅制限
器や低域通過型盧波器を使用して電気的変動成分を除去することで絶縁計測の精度を高め
ることができる。
【００３１】
　交流によるＩｇｒ絶縁状態計測は低周波交流電力供給手段から低周波電圧を前記コンデ
ンサに印加重畳して行う。　計測端子間を接続する前記コンデンサは被測定交流電気設備
の運転電流を通すもので信頼性が重要であるからコンデンサの絶縁抵抗や静電容量の保守
確認を行うことが重要である。　コンデンサに印加された低周波交流電圧により静電容量
に対応する電流がコンデンサに流れる。　コンデンサ電流計測手段はこの電流を計測し、
電流の数値と設計電流値との比較を行いコンデンサの良否を判断する。　コンデンサ電流
の計測には低周波交流電力供給手段から供給される電圧位相等を基準にして正しく重畳電
圧周波成分の電流を計測する手段をとることもできる。
【００３２】
　前記コンデンサに印加重畳した電圧は計測端子から被計測交流設備の前記絶縁部分を挟
む双方の電気設備間にも供給され、これをＩｇｒ絶縁計測電圧としてＩｇｒ方式絶縁状態
検出手段による絶縁状態計測を可能にする。
【００３３】
　即ち、Ｉｇｒ方式絶縁状態検出手段は絶縁計測対象とする絶縁部分を挟んで印加重畳さ
れているＩｇｒ絶縁計測電圧と、この電圧により絶縁部分に流れる漏れ電流を検出し、該
電圧と該電流の力率演算などを行い、有効分電流要素を抽出して印加電圧を除することで
絶縁部分の等価絶縁抵抗値を計測する。　又、絶縁状態の表示としての有効分電流Ｉｇｒ
値は、前記等価絶縁抵抗値で整定電圧を除した値に換算して出力される。　
【００３４】
　前記漏れ電流を検出する手段としては変流器や零相変流器などが使用できるが、これを
分割鉄芯形のものを使用すると活線のまま分岐電路や負荷配線ケーブルなどを挟み込んで
Ｉｇｒ電流の大きな分岐を選択し、電路の下流に向かって計測を重ねながら追い込む方法
で合理的に絶縁故障箇所を探査特定することができる。
【００３５】
　絶縁部分を挟む双方の電気設備間を接続する導体の代替として、計測端子間を直流的に
遮断し交流的に短絡する前記コンデンサのリアクタンスは、加わる電圧の周波数に反比例
するから、導体の代替とするために被測定交流電気設備の使用周波数からみて無視しうる
小さなリアクタンスとしたコンデンサでも、低周波交流電力供給手段から供給される低い
周波数に対しては両周波数の比率に応じた大きな数値をしめすこととなる。　従って、低
い周波数の電圧を使用することは電流値からコンデンサの良否を判定する際の所要電力を
節約できることとなる。
【００３６】
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　又、この低い周波数の電圧を前記双方の電気設備間から被計測絶縁部分に加えてＩｇｒ
絶縁計測電圧として使用する際も同じ理由で少ない電力で所定の電圧を得ることが可能と
なり、絶縁状態の常時監視を行う際の経済性を大きく改善出来るという効果がある。
【００３７】
　更に、Ｉｇｒ絶縁計測電圧の周波数が低くなる程半導体電力機器などから発する雑音周
波数領域から離れることでその勢力が弱まり、雑音を除去するための低域通過型濾波器の
効果が高くなることから、交流性の雑音にも影響されにくくなるという効果も大きい。
【００３８】
　前記の直流絶縁抵抗計測においては被計測絶縁部分の静電容量と等価的に直列に入る損
失抵抗の並列換算値誤差は、検出されることはない。
【００３９】
　しかしＩｇｒ方式では前記並列換算値による誤差は、Ｉｇｒ絶縁計測電圧が使用する周
波数の略二乗に比例して影響することから、そのＩｇｒ絶縁計測電圧の周波数を下げる程
、等価並列換算抵抗値が増加し、即ち誤差として検出される等価有効分電流値が減少し、
加算される電流誤差が低減するという大きな効果がある。
【００４０】
　図７は直列に入る損失抵抗の並列換算誤差に関する説明図である。図中のＣＳは被絶縁
計測回路の静電容量でＲＳはこの静電容量と直列に入る損失抵抗である。　又、ＣＰ，Ｒ

Ｐはそれぞれ直列なＣＳ，ＲＳを等価的に並列換算した時の等価静電容量と等価抵抗値で
換算式は次式となる
【００４１】

【数１】

【００４２】
この式から周波数（ｆ）が低い程並列換算等価抵抗値（Ｒｐ）は大きくなり見かけの誤差
となるＲｐに起因する有効分電流が減少することがわかる。　
仮に３０μFの静電容量と１００Ωの損失抵抗が被測定交流設備の計測端子間に存在した
場合について等価並列換算抵抗値をＩｇｒ絶縁計測電圧の周波数を変えて試算すると、２
０Ｈｚ，０．８ｋΩ／１０Ｈｚ，２．９ｋΩ／１Ｈｚ，２８１．８ｋΩ　となり、使用周
波数の低い程等価並列換算抵抗値が高くなり、直列損失抵抗による誤差の影響が減少する
ことが明らかである。
【００４３】
　次に、電力給電線路など、直接接地配電方式の分岐電路などの負荷電路では、電路中間
の開閉器などの電源側と負荷側の間に本装置を各相線毎に割込接続し、相互間の連携を取
る方法で計測する。
【００４４】
　直流絶縁抵抗計測の場合は、給電電路の開閉器などを利用し、各相それぞれに本装置の
代替用コンデンサを相線分割込接続して交流負荷電流が本装置のコンデンサに流れる状態
にして、１台の直流絶縁抵抗計測手段を作動させることで測定する。　これにより開閉器
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などを挟んで接続した割込接続点から電源側変圧器とその接地線を介してつながる接地側
電気設備に対する、割込点から負荷側の低圧側電気設備の絶縁抵抗が計測できる。
【００４５】
　Ｉｇｒ方式絶縁状態検出手段を使用する場合は、本装置を前項同様に各相線に割込接続
し、低周波交流電力供給手段のみ全相同一電圧条件で動作状態として相互に同期同調をと
り、各相に設けた複数の本装置をあたかも一台の如く運転することで、負荷側電路各相と
対地間に同一のＩｇｒ絶縁計測電圧を印加重畳することができて、Ｉｇｒ絶縁状態検出を
可能とする。
【発明の効果】
【００４６】
　被測定交流電気設備の絶縁計測対象となる絶縁部分を挟む双方の電気設備間を接続する
導体をコンデンサで代替したことで、直流方式絶縁抵抗計測と、低い周波数のＩｇｒ方式
絶縁状態計測の相補併用が可能となり、平常は高精度な計測ができる直流方式絶縁抵抗計
測により変圧器一括や変電所一括という広域絶縁計測を行い、絶縁低下警報が生じた場合
等には、計測信頼性は直流に劣るが、分割変流器が使用できるので移動計測が可能な、低
い周波数のＩｇｒ方式絶縁状態検出装置を利用して変圧器から末端負荷に至るまでの絶縁
低下事故点を、停電することなく探査特定する、という作業効率のよい合理的な利用方法
が可能になった。
【００４７】
　Ｉｇｒ方式の絶縁状態計測において、絶縁の低下状態を示す有効分電流が増加したとき
、前記Ｉｇｒ方式の特質上生ずる直流絶縁抵抗と異なる原因による電流誤差即ちＩｇｒ原
理誤差に帰因する可能性の有無如何という疑義が生じた場合は、随時、直流方式絶縁抵抗
計測法によりこれを確認することができるので、従来の如き無駄な探査作業が無くなり絶
縁保全効率の向上をはかることができた。
【００４８】
　直流電圧による絶縁抵抗計測法はＩｇｒ方式に比べるとコンデンサと直列に入る損失抵
抗や、雑音の影響を受けることなく廉価でありながら高い精度が容易に得られるので、変
圧器負荷設備を含む電路の一括監視や、複数台の変圧器を有する変電所の一括絶縁監視な
ど広域の絶縁群に対しても絶縁抵抗を一括監視することが可能となった。
　即ち、変電所内のＢ種接地極と各変圧器を接続する導体に本装置を割込み接続すること
で、該接地極を共有する多数の変圧器を一括して絶縁の計測や監視を行うことができ、わ
ずかな設備投資で絶縁の機械監視が可能となる。
【００４９】
　電気設備を停電することなく活線で行う絶縁低下事故点の探査については、従来その効
果は期待されつつも適切なＩｇｒ絶縁計測電圧の重畳方法が無いために用途が非接地系統
に限られていた極めて低い周波数のＩｇｒ方式絶縁状態検出手段が、一般的に多用される
直接接地系でも当該導体をコンデンサで代替することで使用できるようになった。
【００５０】
　直流方式絶縁抵抗検出手段が絶縁低下事故警報を検出したとき、前記Ｉｇｒ方式絶縁状
態検出手段に切り替えて、Ｂ種接地極を共有する一括監視範囲の変電所内各変圧器及び各
変圧器負荷電路や負荷設備の階層的分岐個所ごとに有効分電流を計測し、不良分岐を特定
しつつ電路の下流に向かって追い込み探査し、必然的に絶縁低下事故点に到達する、とい
う合理的な探査をする際の信頼性が、低い周波数のＩｇｒ方式が採用できたことで大幅に
向上した。
【００５１】
給電用分岐電路などに於いても、停電することなくコンピューターシステムや通信システ
ムなどの絶縁抵抗測定や絶縁状態測定を行うことが可能になった。
【００５２】
　高圧配電系統に於いては、接地形計器用変圧器（ＥＶＴ）の接地線等に割り込んで本装
置を適用すれば、対地絶縁抵抗計測や分岐ケーブルを探査して絶縁低下事故点の探査特定
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をすることも可能である。
【００５３】
　又、高圧電力ケーブルのシールドの接地線に計測用中継端子を設け、これに割り込んで
本装置を適用すれば電力ケーブル劣化の原因ともなるケーブルシールドの対地絶縁抵抗測
定を容易に行うことができる。
【００５４】
　これら直流方式絶縁抵抗計測方法及び低い周波数によるＩｇｒ絶縁状態検出方法という
異なる２方式の絶縁計測法を併設し、相互に相補させて効率的に使用することで廉価且つ
信頼性の高い活線絶縁監視方法が確立し、絶縁保全のシステム的効率化をはかることが出
来た。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　被測定交流電気設備の絶縁部を挟む双方の電気設備間を接続する導体を流れる交流電流
を、本装置の計測端子から前記導体を代替するコンデンサに移して流すことから、コンデ
ンサ性能が重要なポイントとなる。　本発明では前記コンデンサの絶縁抵抗と静電容量を
確認することができる構成とし、このコンデンサの静電容量確認用に設けた低い周波数の
低周波電力は、被測定交流電気設備の絶縁部分にもＩｇｒ絶縁計測電圧を供給し、低い周
波数のＩｇｒ絶縁状態検出手段の使用を可能とし、Ｉｇｒ方式による信頼性の高い絶縁低
下事故点探査特定作業を容易にした。
【実施例１】
【００５６】
　図１は本発明になる割込形絶縁計測装置（絶縁抵抗・絶縁状態検出装置）の１実施例で
、本装置の構成と被測定交流電気設備を示す電気回路図である。
　図１に於いて、１及び２は被測定電気設備を接続する計測端子、３は直流方式絶縁抵抗
計測手段、４は計測端子間に接続される被測定交流電気設備の絶縁計測対象となる絶縁部
分を挟む双方の電気設備間をつなぐ導体（ここでは接地線）を交流的に代替し直流的に遮
断するためのもので導体に流れていた交流電流を安全に通すためのコンデンサで４１，４
２は前記コンデンサの接続手段、５は低周波交流電力供給手段、６はコンデンサ電流検出
用の変流器（ＣＴ）で６１は既設設備のコンデンサを使用する場合の接続手段、７は前記
６により検出した電流を計測して静電容量を監視するコンデンサ電流計測手段である。　
　８はＩｇｒ方式絶縁状態検出手段である。　９は前記コンデンサ４等を被計測回路に接
続する開閉器、１０は低周波交流電力供給手段から電力を供給する開閉器、１１は直流絶
縁抵抗計測手段を接続する開閉器である。　
【００５７】
図１の符号１００番台は本実施例で絶縁抵抗又は絶縁状態を計測する被測定交流電気設備
の１例を示す単線電気回路図である。
　１０２は変圧器低圧側電気設備の計測用中継端子で、低圧側電気設備は、１０１変圧器
低圧回路の接地線、１００単相三線式電力配電用変圧器、１０６、１０７、１０８変圧器
低圧側巻き線からの負荷設備を含む分岐電路、などで構成される。
　又、１０４は接地側電気設備の計測用中継端子で、接地側電気設備は、１０５Ｂ種接地
極、１１０Ｂ種接地極Ｄ種接地極の間に生ずる大地抵抗Ｒ２、１０９、１１１Ｄ種接地工
事の接地極及び大地、その他設備を構築する接地構造体などで構成される。
　又、１０３は前記計測用中継端子相互の短絡片である。　
【００５８】
図１の符号２００番台は被測定交流電気設備の絶縁部分を構成する回路常数を示す。２０
１は分岐１０８の配電線と大地間に存在する絶縁抵抗Ｒ１、２０２は前記配電線と大地間
に存在する浮遊静電容量や半導体電力機器などのフィルターコンデンサなどのうち純粋な
静電容量Ｃ１、２０３は前記静電容量やフィルターコンデンサの中で損失を持つ静電容量
Ｃｓで２０４はそのコンデンサ又はコンデンサ回路に等価的に直列に存在する損失抵抗Ｒ
ｓである。　
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【００５９】
図１の構成に於いてその使用法と作用について説明する。　
　本装置の開閉器９、１０，１１は開として計測のための接続作業を行う。　被測定交流
電気設備を使用状態のままその絶縁を計測する場合、絶縁計測の対象となる絶縁部分を挟
む双方の電気設備間即ち、接地線１０１から変圧器１００を経て分岐電路１０６等にいた
る電路や設備で構成される電路低圧側電気設備の端末電極１０２と、Ｂ種接地極１０５と
接地極間抵抗１１０，Ｄ種接地極１０９などで構成する接地側電気設備の端末電極１０４
に、端子間を解離せぬ方法で本装置の計測端子１と２を接続する。　
【００６０】
　前記コンデンサの事前静電容量計測診断を行うには、開閉器９，１１を開として低周波
交流電力供給手段の開閉器１０を閉とする。　低周波交流電力供給手段の出力電圧がコン
デンサ４に加わり前記コンデンサが正常であればコンデンサ容量設計値に対応する電流が
流れる。　前記コンデンサ電流は変流器６により検出されコンデンサ電流計測手段７によ
りその計測結果が設計範囲にあるか否かの判定が下される。　コンデンサ電流を正確に計
測するために、前記低周波交流電力供給手段からの信号を判別に利用し低周波電流供給手
段の周波数成分の電流を正しく計測する。　計測終了後は開閉器１０を開とする。
【００６１】
前記コンデンサの事前絶縁抵抗診断を行うには、開閉器９，１０を開として直流絶縁抵抗
計測手段３の開閉器１１を閉とする。　絶縁抵抗計測用の直流電圧がコンデンサ４に加わ
りコンデンサ容量設計値に対応する設計時間をかけて充電される。　充電完了後、絶縁抵
抗値に起因する定常値が得られる。絶縁抵抗計測手段はこれらを計測し、計測結果があら
かじめ設定した設計値範囲内にあるか否かの判定が下される。　計測終了後開閉器１１を
開として必要に応じてコンデンサの放電操作を行う。
【００６２】
絶縁計測の準備として前記コンデンサ接続用の開閉器９を閉とする。　前記コンデンサ４
が接続されるから計測端子１，２間は交流的に短絡状態となる。　次に、双方の電気設備
間の短絡片１０３を外して端子１０２，１０４の間を開とすると短絡片１０３に流れてい
た交流電流（この実施例では接地線電流）はコンデンサ４に流れて双方の電気設備間を接
続する導体（短絡片１０３）をコンデンサが代替した形となり絶縁計測待機状態となる。
【００６３】
　直流方式絶縁抵抗測定を行うためには、開閉器１１を閉とする。　すると直流絶縁抵抗
検出手段が送出する計測用直流電圧が本装置のコンデンサ４を充電するとともに被計測交
流電気設備の絶縁部分に存在する静電容量２０２，２０３をも充電する。　静電容量の多
い電気回路の直流絶縁測定は高圧ケーブルやコンデンサの診断などでしばしば行われてお
り計測技術上の問題はない。　静電容量への充電が完了すると、２０１絶縁抵抗Ｒ１に定
常的に流れる電流のみとなり一定の安定な電流値となるのでこの直流電流Ｄ（ｍＡ）と印
加した計測用直流電圧Ｅ（Ｖ）から絶縁抵抗計測手段は絶縁抵抗値Ｋ（Ω）を算出し出力
する。　
【００６４】
　Ｉｇｒ絶縁状態計測及び前記コンデンサ容量の継続監視をする場合は開閉器１０を閉と
する。　コンデンサ電流計測手段７で前記コンデンサの静電容量監視を行うと同時に、コ
ンデンサ両端の電圧は計測端子１，２、被測定交流電気設備の端子１０２，１０４を経て
変圧器低圧側電気設備と接地側電気設備の間の絶縁部分に加わる。　この電圧は双方の電
気設備の絶縁部分を構成する２０１(Ｒ１)，２０２(Ｃ１)，２０３(Ｃｓ)，２０４(Ｒｓ)
，等に印加され、Ｉｇｒ絶縁計測電圧による電流が流れてＩｇｒ絶縁状態検出手段８によ
る絶縁状態の計測が可能となる。
【００６５】
　Ｉｇｒ方式絶縁状態検出手段８は高感度の電力計にその動作が類似している。　８１，
８２は力率演算に用いる電圧信号入力端子である。入力端子８１を変圧器の接地線１０１
に、又、入力端子８２をＤ種接地工事に接続し、この間から前記絶縁部分に低周波交流電
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力供給手段によって印加重畳されているＩｇｒ絶縁計測電圧Ｖｇを得る。　又、絶縁部分
に流れる電流信号Ｉｇを変圧器接地線１０１もしくは分岐電路１０８等に設置した零相変
流器８５から得て、前記電圧Ｖｇと、電流Ｉｇ両者の間で力率演算等を行い絶縁インピー
ダンスに流れる電流に含まれる有効分電流要素を抽出し、これにＩｇｒ絶縁計測電圧と整
定電圧（使用電路の対地電圧）との比率を乗じて電路電圧に於いて流れる電流に換算し、
Ｉｇｒ計測電流値Ｇ（ｍＡ）として表示する。　この数値が警報整定値を超えると絶縁状
態低下の警報を発することとなる。
【００６６】
　Ｉｇｒ方式で検出される有効分電流即ちＩｇｒ電流値には絶縁抵抗に流れる有効分電流
以外にＩｇｒ原理誤差による電流が誤差として加算される問題があるが、代替コンデンサ
４の採用により従前変圧器方式によっていた印加重畳方式に比べＩｇｒ絶縁計測電圧の周
波数を低くすることができたので前記誤差電流が大幅に改善されて計測信頼性を確保出来
るようになった。
【００６７】
　検出したＩｇｒ電流値に疑義のある場合は併設した直流方式絶縁抵抗計測手段により測
定を行い、比較検証して処理することが容易になった。
【００６８】
　絶縁状態をあらわすＩｇｒ電流、Ｇ（ｍＡ）と直流絶縁抵抗計測値Ｋ（ｋΩ）に誤差の
ない場合は次の式が成立する
【００６９】
【数２】

【００７０】
　Ｉｇｒ絶縁状態計測結果に関し、絶縁状態計測結果と直流計測値との偏差が大きい場合
、Ｉｇｒ電流に前記Ｉｇｒ原理誤差の介在が疑われるが一般的には直流による計測値がよ
り正しいものと推定される。　この結果を反映して警報管理値の変更はじめ検出用零相変
流器の取付点の変更追加など、被監視絶縁群の計測範囲調整などを行って絶縁計測の信頼
性向上をはかるなどの迅速な対策をとることが可能となった。
【００７１】
分岐給電線路などへの適用例。
図２は単相３線変圧器Ｔｒ１からの分岐電路である単相２線配電線の中間開閉器３０７に
本装置を割込接続し、負荷低圧側電気設備の対地絶縁を計測する場合の接続を説明する複
線図で、符号３００番台は分岐電路１０８の負荷電路を示す。　本図は半導体電力機器や
電子機器など停電が困難な被計測回路及び機器３０１，３０２，３０３等の絶縁不良個所
を探査する場合の使用方法の一例である。
　これによれば、重要な電子機器などを含む被計測回路及び機器の絶縁劣化を早期に検出
し予測的に大事を防止することが可能となる。
　これらの機器は通常スィッチング電力半導体素子が多く使用されており多くの交流広帯
域雑音を発生している。　この雑音対策に多量のコンデンサなどを含むフィルターを持つ
場合が多く、従来のＩｇｒ方式絶縁状態検出器ではＩｇｒ原理誤差などにより絶縁の良否
判定が困難であった。　本発明では極めて低い周波数のＩｇｒ方式が使用できるため、信
頼性の高い計測が可能になった。　しかし、電路の特性如何によっては計測結果に疑義が
生ずる場合があり直流方式絶縁抵抗測定を必要とする場合もある。
【００７２】
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図２の構成においてその使用法と作用について説明する。
図２では、本発明の装置を２式、配電線のｎ相３１０側及びｗ相３１１側の双方に対象に
使用しており、それぞれの低周波交流電力供給手段は同期整合駆動回路で接続され同一周
波数、同一位相、同一電圧で駆動される構成となっている。　従って開閉器３０７を挟ん
で、ｎ相３１０とｎ相３１０ａ間及びｗ相３１１とｗ相３１１ａ間の双方に同一Ｉｇｒ絶
縁計測電圧が加わり、電路２線間の負荷に加わる電圧は互いに相殺されて零となり負荷側
線間商用周波電圧に与えるＩｇｒ絶縁計測電圧の影響はない。　開閉器３０７の変圧器側
、ｎ相３１０とｗ相３１１は変圧器（Ｔｒ１）捲き線を経てＢ種接地工事により大地及び
接地側電気設備に接続されているから、開閉器３０７より負荷側の低圧側電気設備では接
地側電気設備に対しＩｇｒ絶縁計測電圧が加わっておりこれを利用してＩｇｒ絶縁状態検
出手段８が使用できる。　
【００７３】
　Ｉｇｒ方式絶縁状態の計測は、計測準備に於いて、前記コンデンサの静電容量や絶縁抵
抗の良否を確認した後、開閉器９ｎ，９ｗ，３０８，３０９を閉とした上で分岐電路の開
閉器３０７を開とする。　これで開閉器３０７の電路導体部を本装置のコンデンサが代替
した状態になる。　Ｉｇｒ方式絶縁状態検出手段８で絶縁状態の計測をする場合は、双方
の低周波交流電力供給手段の接続開閉器１０ｎ及び１０ｗを閉とし、１１ｎと１１ｗを開
とする。　次に、絶縁検出用の入力端子リード線８１をｎ相３１０ａに接続し、入力端子
リード線８２をＤ種接地等１０９に接続してＩｇｒ絶縁計測電圧を得る。　そして零相変
流器８５に、開閉器３０４，又は開閉器３０５・開閉器３０６等につながる電力供給線の
２線を通すことで被計測回路３０１、３０２，３０３等の対地絶縁状態を計測することが
出来る。
【００７４】
　直流方式絶縁抵抗計測を行う場合は、双方の低周波交流電力供給手段の開閉器１０ｎ及
び１０ｗと、１１ｗを開とし、一方、ｎ側の直流方式絶縁抵抗計測手段３ｎの開閉器１１
ｎのみを閉とする。　これにより３ｎから出力された直流計測電圧による電流がコンデン
サ４ｎ，４ｗ及び絶縁部分の対地静電容量２０２等に流入し、これらを充電完了後絶縁抵
抗２０１等に流れる定常電流のみとなる。　これと印加電圧との演算を行い絶縁抵抗値を
算出する。　絶縁情報信号により警報、情報信号出力などを送出することも出来る。
【００７５】
　尚この計測個所は各分岐開閉器やケーブルの要所に移動して同様の方法で絶縁低下機器
を探査特定することが可能である。
【００７６】
非接地高圧配電系統の絶縁計測の一使用例を図３に示す。　図中符号６００番台は高圧配
電路を示す。　６００は特高受電用変圧器、６０１はＥＶＴ用の負荷開閉器で，６０２，
６０３，６０４は高圧分岐線の遮断器である。
６０５は接地形計器用変圧器ＥＶＴで６０６はその中性点接地線、６０７，６０９は接地
線の計測用中継端子で６０８はその短絡片である。　本装置の計測端子１，２を６０７，
６０９に接続して、本装置の計測手順にしたがつて確認の後、短絡片６０８を開とするこ
とで高圧系統の接地回路に割込み、絶縁計測が可能となる。
　即ち、先の手順で開閉器９，１１を開の状態で１０を閉とし計測端子間短絡用コンデン
サ４の静電容量値を確認する。　次に開閉器９，１０を開の状態で１１を閉とし計測端子
間短絡用コンデンサ４の絶縁抵抗値を確認する。　確認の後開閉器９を閉とした上で接地
中継端子の短絡片６０８を開とする。　これで計測の準備が完了する
【００７７】
直流絶縁抵抗計測は、開閉器９を閉のまま開閉器１０を開、開閉器１１を閉とし、前記コ
ンデンサ４及び系統全体の静電容量２５０（Ｃｘ）などへの充電が完了した後に定常的に
流れる直流漏れ電流から直流方式絶縁抵抗計測手段により求めることが出来る。
【００７８】
　Ｉｇｒ絶縁状態計測は、開閉器９を閉のまま開閉器１１を開とし、低周波交流電力供給
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手段の開閉器１０を閉とすることで、Ｉｇｒ絶縁計測電圧が系統内すべての充電部回路と
大地間に加わり、Ｉｇｒ方式絶縁状態検出手段８による計測が可能になる。　Ｉｇｒ絶縁
状態検出手段８では、その電流検出用のＺＣＴ８５の位置を随意に選択して計測し、Ｉｇ
ｒ電流の多い分岐を階層的に下流に向かって計測を進め、被計測絶縁群を絞り込み、絶縁
状態不良個所２５１（Ｒｘ）等を合理的に探査特定することが可能となる。
【００７９】
ＺＣＴ８５及びＩｇｒ方式絶縁状態検出手段８は、これを固定据付形の常置装置とするこ
とも出来る。
【００８０】
図３において、シールド電力ケーブルのシールド接地線６１２に設けた中継端子６１３、
６１５に本装置を割込接続すれば水トリー発生の原因となりやすい高圧電力ケーブルのシ
ールド対地間の絶縁抵抗の計測も容易である。
【実施例２】
【００８１】
　図４は本発明になる割込絶縁抵抗・絶縁状態監視装置を、補完する関連技術とともに実
施した一例である。
　１，２は計測端子、８１は本発明に着装したＩｇｒ方式絶縁状態検出手段８のＩｇｒ絶
縁計測電圧の入力端子、８３は信号接地線８２を接続する端子で図１に示す被計測電気設
備のＤ種接地工事に端子１１１を経て接続される。　２０は低圧非接地配電方式の交流電
気設備に本装置を適用する際の計測接続端子で塞流素子Ｚ１が接続されており、これを非
接地配電路の一点に接続することで絶縁計測が可能になる。　尚、非接地配電系で使用す
る場合はＩｇｒ絶縁計測電圧の入力端子を８４に接続変更することで非接地系配電路の絶
縁部分の双方の電気設備間電圧を正しく取り入れることができる。
【００８２】
　図４においては、実施例１で被監視電気設備の内部に使用例を示していたＩｇｒ方式絶
縁状態検出手段８が本装置内に着脱自在に着装されている。　これはＩｇｒ方式絶縁状態
検出手段８のみ取り外して携帯型として使用し、被計測電気設備の絶縁低下事故点特定の
ために移動して任意の計測点で使用することを可能にするためである。
又、このＩｇｒ絶縁状態検出手段８は、定置形として変圧器低圧負荷回路の分岐や負荷設
備など所要される所に任意の数を取りつけることも出来る。　本実施例でＩｇｒ絶縁状態
検出手段８の接地線８２を被監視電気設備の端子１１１を経てＤ種接地極ＥＤに接続して
いるのは、前記Ｂ種接地極とＤ種接地極間の間に介在する大地抵抗１１０（Ｒ２）による
直列損失抵抗効果に帰因して生ずる等価並列抵抗の影響を除外するためである。　
【００８３】
　開閉器１９は、本装置を使用停止とする場合などに計測端子１，２間の短絡に使用する
補助開閉器である。　１４は計測端子短絡用の半導体継電器、１２は計測端子短絡用の電
磁接触器で、これらはコンデンサ電流計測手段７、過電圧検出手段１３、過電流検出手段
２１、などが絶縁計測中に何等かの計測上の問題を検出したときに、本装置及び被計測交
流電気設備への影響を防止して安全をはかるため計測端子間を短絡するものである。　半
導体継電器１４が現象とリアルタイムで作動し、同時に電磁接触器１２が瞬時に作動して
連携動作により計測端子１，２間を閉とする構成となっている。
【００８４】
　１６は、直流地電圧・絶縁抵下計測手段で被計測交流電気設備の直流機絶縁劣化を測定
するためのものである。　被計測負荷電気設備の中で直流電源を持つ回路の絶縁低下が生
ずると、コンデンサ４の端子間に直流地電圧が発生して本装置の直流方式絶縁抵抗計測手
段に誤差を与えるほか、被計測設備にも障害を起こす恐れがある。　１６はこれら直流機
による障害が予想される場合に備えた計測手段である。　使用方法は、開閉器１０、１１
、１７、１９、を開として開閉器９と１５を閉とした直流地電圧計測時、その計測した直
流電圧が設定値を超えた場合、その電圧ＶＤ１を記録した後開閉器１７を閉としてＲ３直
流機絶縁計測抵抗１８を投入して被計測交流電気設備の直流機地絡抵抗ＲＤによる電圧降
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下の影響を計測し、この電圧をＶＤ２として記録する。　この抵抗１８の抵抗値ＤΩとＶ
Ｄ１，ＶＤ２，から直流機絶縁抵抗ＲＤは次式により算出される。
【００８５】
【数３】

【００８６】
　尚、この抵抗器は、計測時の前記コンデンサ４又は被測定電気設備系統が持つ対地静電
容量等の充電電荷の放電用に使用することもできる。
【００８７】
　コンデンサ４は故障による障害低減のため図の如く２個以上の複数にした冗長設計とす
る場合もある。
【００８８】
　５０は、前述の一連の計測操作をあらかじめプログラムされた手順により現象に対応し
て処理する統括制御部で、５１はその統括操作部、５２は同じく表示部、５３は同じくデ
ータや警報の出力装置である。

【００８９】
勿論、手動操作により本装置を運転して絶縁を計測することも容易である。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　低圧直接接地配電系統や非接地配電系統の変圧器や変電所一括絶縁計測、又は高圧非接
地配電系統の変圧器や負荷を含む分岐配電線の絶縁計測や絶縁低下事故点の探査特定など
、一元化した計測方法の確立で絶縁保全が合理化され広く電力利用設備の活線保全に適用
が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の構成と低圧交流電気回路接地線計測単線図例である。
【図２】本発明の構成と低圧交流電気回路割込計測復線図例である。
【図３】本発明の構成と高圧非接地交流電気回路接地線計測単線図例である。
【図４】本発明の構成で関連付帯技術を含めた割込絶縁計測装置の構成図である。
【図５】従来の技術で直流方式絶縁抵抗監視装置の構成図である。
【図６】従来の技術で基本的なＩｇｒ方式絶縁状態監視装置の構成図である。
【図７】直列損失抵抗の並列換算の説明図である。
【符号の説明】
【００９２】
　１，２　　　計測端子
　３，　　　　直流方式絶縁抵抗計測手段 
　４，　　　　被測定交流電気設備の希望計測点導体を代替するコンデンサＣ
　４１，４２　コンデンサの接続手段
　５，　　　　低周波交流電力供給手段
　６，　　　　コンデンサ電流検出用変流器ＣＴ
　６１，　　　コンデンサ電流検出用変流器の接続手段
　７，　　　　コンデンサ電流計測手段
　８，　　　　Ｉｇｒ方式絶縁状態検出手段
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　８１，８２，８３　Ｉｇｒ絶縁計測電圧入力端子
　８４，　　　非接地配電系統に接続するＩｇｒ絶縁計測電圧入力端子
　８５　　　　零相変流器ＺＣＴとその入力端子
　９，　　　　開閉器・コンデンサ回路接続
　１０，　　　開閉器・低周波交流電力
　１１，　　　開閉器・直流方式絶縁抵抗計測
　１２，　　　電磁接触器・非常短絡用
　１３，　　　過電圧検出手段
　１４，　　　半導体継電器
　１５，　　　開閉器・直流地電圧計測
　１６，　　　直流地電圧・絶縁低下計測手段
　１７，　　　開閉器・直流地電圧・絶縁低下計測手段
　１８，　　　抵抗器Ｒ３・直流地電圧・絶縁低下計測手段
　１９，　　　開閉器・入力短絡用
　２０，　　　非接地配電路用接続端子
　２１，　　　過電流検出手段
　２２，　　　変流器・過電流検出
　１００，　　変圧器
　１０１，　　Ｂ種接地線
　１０２，１０４計測用中継端子
　１０３，　　短絡片
　１０５，　　Ｂ種接地工事の接地極
　１０６，１０７，１０８低圧回路の分岐電路
　１０９，　　Ｄ種接地工事等
　１１０，　　Ｂ種接地とＤ種接地間の大地抵抗Ｒ２
　１１１，　　Ｄ種接地工事引出端子
　２０１，　　低圧回路の絶縁抵抗Ｒ１
　２０２，　　低圧回路の対地静電容量Ｃ１
　２０３，　　低圧回路の対地静電容量Ｃｓ
　２０４，　　Ｃｓの直列損失抵抗Ｒｓ
　２５０，　　高圧回路の対地静電容量Ｃｘ
　２５１，　　高圧回路の対地絶縁抵抗Ｒｘ
　３０１，～３０３，被計測回路及び機器
　３０４，～３０６，分岐開閉器
　３０７，　　分岐電路の開閉器
　３０８，３０９絶縁計測装置の開閉器
　３１０，３１１分岐電路の相線ｎ，ｗ
　３１０ａ，３１１ａ分岐電路開閉器負荷側相線
　６００，　　特高／高圧　変圧器
　６０１，　　分岐回路の負荷開閉器
　６０２，～６０４分岐回路の遮断器
　６０５，　　計器用接地形変圧器ＥＶＴ
　６０６，　　ＥＶＴの中性点接地線
　６０７，６０９　計測用中継端子
　６０８，　　短絡片
　６１０，　　Ａ種接地工事などの接地極
　６１１，　　高圧ケーブルのケーブルヘッド
　６１２，　　高圧ケーブルシールドの接地線
　６１３，６１５シールド接地測定用中継端子
　６１４，　　短絡片
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　６１６，　　高圧ケーブルのケーブルヘッド
　６１７，　　高圧／低圧　変圧器
　６１８，　　負荷開閉器

【図１】
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